
 

１ 児童センターの現状と課題について 

（１）現状 

・建築年 昭和５４年  

・施設内容 図書室、遊戯室、トレーニング室、便所、事務室、湯沸室、集会所、 

子育て支援「かめのこ」事務所（※）     【資料①】 

        （※ 行政財産の目的外使用許可により使用） 

（２）課題 

・施設の老朽化に伴い、一定額の修繕費用が必要となっている。 

・便所が男女共用である。 

・便所が車いすによる使用ができず、バリアフリー化されていない。 

・利用対象である乳幼児のために必要な設備（授乳室・おむつ替えスペース・子ど

も用トイレ）がない。 

・「児童館の設置運営要綱」に示されている面積要件は満たしているものの、ファミ

リーサポートセンター事業との連携を図る上ではよりスペースが必要である。 

・駐車場がない。 

 

２ 新たに設置する児童センターの考え方について 

  現在の亀山児童センターは、施設が手狭で老朽化も進んでいることから、公共施

設跡地等活用検討委員会において検討を行った結果、亀山公園内の旧図書館への

移転の方針を決定した。 

 移転に際しては、児童センター機能だけでなく一部を防災備蓄倉庫や長期休暇子

どもの居場所事業として使用するなど、複合的な活用を図っていくという方針が決定

している。 

 児童センターの活用については、更に利用しやすい施設となるよう検討していく。 

  

３ 子どもの居場所に係る施策について 

 ・放課後児童クラブ事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後や夏休

み、冬休み、春休みに適切な生活の場を提供する。 

 ・長期休暇子どもの居場所事業 

    保護者が就労などの理由により、家庭で見守ることができない小学生を対象に、

長期休業期間中（夏休み、冬休み、春休み）の居場所づくりを行う。 

 ・ファミリーサポートセンター事業 

   保育所、幼稚園、小学校等の開始前、終了後、冠婚葬祭、買い物などの場合に

子育てを助けてほしい人（依頼会員）の要望に応じて、子育てのお手伝いができる
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人（援助会員）を紹介し、一時的に子どもを預かる。 

 ・放課後子ども教室 

市内の小学校区を単位として、放課後や週末等に地域住民の参画を得て、子ど

もたちが地域社会の中で勉強やスポーツ、文化活動、交流活動等を体験する。 

 ・教育支援センター事業 

   市内小中学校における不登校児童生徒の学習・生活指導等の支援及びその保

護者に対する相談を図るため、亀山市教育支援センター「ふれあい教室」を設置、

運営する。また、不登校児童生徒の受け入れ、支援、学校との連携等の業務を特

定非営利活動法人亀っ子サポートに委託する。 

 ・学習支援事業 

   生活困窮世帯等の児童生徒の学習を支援するため、講師及びスタッフによる学

習支援や学習を行う場所を提供する。 

 ・ひきこもり支援（オンライン相談） 

   対面でのコミュニケーションや外出が難しい方々が、アバター操作やチャット機

能、音声通話機能を使って、自宅などから交流支援や相談支援を受けることがで

きる「オンライン居場所」を提供する。 

 

４ 児童センターに関係する法令等について 

・児童福祉法（抄）、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄） 【資料②】 

・児童館の設置運営要綱【資料③】 

・三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、同条例施行規

則 【資料④】 

・亀山市立亀山児童センター条例、同条例施行規則 【資料⑤】 

・都市公園法（抄）、都市公園法施行令（抄） 【資料⑥】 

 

５ 新たな児童センターを中心とした文教エリアの地図について 

  旧図書館、歴史博物館をはじめ、外郭団体が所有する青少年研修センターや社

会福祉センター、わんぱく広場（大型遊具設置）を含めた亀山公園全体の平面図 

【資料⑦】 

 



















○三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成二十四年十二月二十八日三重県条例第六十五号 

三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布します。 

三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第一章 総則（第一条―第二十条） 

第二章 助産施設（第二十一条―第二十四条） 

第三章 乳児院（第二十五条―第三十三条） 

第四章 母子生活支援施設（第三十四条―第四十二条） 

第五章 保育所（第四十三条―第四十九条） 

第六章 児童厚生施設（第五十条―第五十二条） 

第七章 児童養護施設（第五十三条―第六十条） 

第八章 福祉型障害児入所施設（第六十一条―第六十四条） 

第九章 医療型障害児入所施設（第六十五条―第六十八条） 

第十章 福祉型児童発達支援センター（第六十九条―第七十二条） 

第十一章 医療型児童発達支援センター（第七十三条―第七十六条） 

第十二章 児童心理治療施設（第七十七条―第八十三条） 

第十三章 児童自立支援施設（第八十四条―第九十二条） 

第十四章 児童家庭支援センター（第九十三条―第九十五条） 

第十五章 雑則（第九十六条） 

附則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この条例は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第四十五条第一項の規

定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この条例において「児童福祉施設」とは、法第七条第一項に規定する児童福祉施設であって、知事の監

督に属するものをいう。 

（この条例で定める基準の目的） 

第三条 この条例で定める基準は、児童福祉施設に入所している者及び児童福祉施設を利用している者（以下「利

用者等」という。）が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導に

より、心身共に健やかにして、社会に適応するよう育成されることを保障するものとする。 

（この条例で定める基準の向上） 

第四条 知事は、この条例で定める基準を常に向上させるよう努めるとともに、三重県社会福祉審議会条例（平

成十二年三重県条例第五号）第一条の規定により設置された三重県社会福祉審議会の意見を聴いた上で、児童福

祉施設に対し、この条例で定める基準を超えて、その設備及び運営の水準を向上させるよう勧告することができ

る。 

（この条例で定める基準と児童福祉施設） 

第五条 児童福祉施設の設置者は、この条例で定める基準を超えて、常にその設備及び運営の水準を向上させな

ければならない。 

２ この条例で定める基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、この条例で定

める基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。 
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（一般原則） 

第六条 児童福祉施設の設置者は、利用者等の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、当該

児童福祉施設の運営を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童

福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設の運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表する

よう努めなければならない。 

４ 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 

５ 児童福祉施設の構造及び設備は、採光、換気等の利用者等の保健衛生及び利用者等に対する危害防止につい

て十分考慮されたものでなければならない。 

６ 児童福祉施設の設置者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施するよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第七条 児童福祉施設（障害児入所施設及び児童発達支援センター（以下「障害児入所施設等」という。）を除く。

以下この条及び第十四条第二項において同じ。）の設置者は、震災、風水害、火災その他の災害（以下「非常災害」

という。）に対処するため、消火器、非常口その他必要な設備を設けるとともに、施設の実情に応じた、非常災害

の発生時の安全の確保のために必要な組織体制、行動手順、関係機関への通報及び連絡体制等を定めた具体的計

画を策定し、並びに当該計画を定期的に当該児童福祉施設の長及び職員に周知するよう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設の設置者は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月一回は、避難訓練及び消火訓練を行わな

ければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、児童福祉施設の設置者は、非常災害に備えるために必要な訓練を定期的に行うよ

う努めなければならない。 

一部改正〔令和三年条例二一号〕 

（障害児入所施設等の非常災害対策） 

第七条の二 障害児入所施設等の設置者は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常

災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的

に職員に周知しなければならない。 

２ 障害児入所施設等の設置者は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎月一回、救

出その他必要な訓練にあっては定期的に行わなければならない。 

３ 障害児入所施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

追加〔令和三年条例二一号〕 

（職員の一般的要件） 

第八条 児童福祉施設の利用者等の援助に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、

並びに児童福祉に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたもので

なければならない。 

（職員の知識及び技能の向上等） 

第九条 児童福祉施設の職員は、常に自己研 鑽
さん

に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必

要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 児童福祉施設の設置者は、職員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員） 



第十条 児童福祉施設の設置者は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の

設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねさせることができる。ただし、入所

している者の居室及び各施設に特有の設備並びに利用者等の援助に直接従事する職員については、この限りでな

い。 

（差別的取扱いの禁止） 

第十一条 児童福祉施設の設置者は、利用者等の国籍、信条、社会的身分又は入所若しくは利用に要する費用の

負担によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第十二条 児童福祉施設の長及び職員は、当該児童福祉施設に入所している児童又は当該児童福祉施設を利用し

ている児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第十三条 児童福祉施設の長は、入所している児童等（法第三十三条の七に規定する児童等をいう。以下この条

において同じ。）に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第

三項の規定により懲戒に関し児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与える行為、人格を

辱める行為その他懲戒に係る権限を濫用する行為をしてはならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第十三条の二 障害児入所施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入

所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 障害児入所施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

３ 障害児入所施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

追加〔令和三年条例二一号〕 

（衛生管理等） 

第十四条 児童福祉施設の設置者は、利用者等の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 障害児入所施設等の設置者は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 

二 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止のための指針を整備する

こと。 

三 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止のための研

修並びに感染症の発生の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

４ 前三項に定めるもののほか、衛生管理等に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔令和三年条例二一号〕 



（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第十五条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の設置者は、入所

している児童に係る給付金で規則で定めるもの（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたとき

は、当該給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（児童福祉施設内部の規程） 

第十六条 児童福祉施設（保育所を除く。）の設置者は、次に掲げる事項のうち必要な事項に関して規程を設けな

ければならない。 

一 利用者等の援助に関する事項 

二 施設の管理等についての重要事項 

２ 保育所の設置者は、規則で定める施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

一部改正〔平成二六年条例一〇四号〕 

（帳簿の整備） 

第十七条 児童福祉施設の設置者は、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を

整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第十八条 児童福祉施設の長及び職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等又は当該利用者等の

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設の長又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者等又は当該利用者等の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第十九条 児童福祉施設の設置者は、利用者等又は当該利用者等の保護者等からの援助に関する苦情に迅速かつ

適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

の設置者は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施

設の長及び職員以外の者を関与させなければならない。 

３ 児童福祉施設の設置者は、利用者等に対して行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施

若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る都道府県又は市町村

からの指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めるものとする。 

４ 児童福祉施設の設置者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第八十三条の運営適正化委員会が行

う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めるものとする。 

一部改正〔平成二六年条例一〇四号・二九年一八号〕 

（その他運営に関する基準） 

第二十条 この章に定めるもののほか、児童福祉施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第二章 助産施設 

（種類） 

第二十一条 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。 

２ 第一種助産施設とは、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の病院又は診療所である助産施設をいう。 

３ 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。 

（第二種助産施設の職員） 

第二十二条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、専任又は嘱託の助産師を置かなければならな



い。 

２ 前項に定めるもののほか、第二種助産施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

（第二種助産施設と異常分 娩
べん

） 

第二十三条 第二種助産施設に入所している妊婦が、産科手術を必要とする異常分 娩
べん

をするおそれのあるとき

は、第二種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入院させ、又は

入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。 

（その他運営に関する基準） 

第二十四条 この章に定めるもののほか、助産施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第三章 乳児院 

（設備） 

第二十五条 乳児院（乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）十人未満を入所させる乳児院を除く。）の設備の

基準は、次のとおりとする。 

一 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室（ほふくをする乳児又は満二歳に満たない幼児を保育する部屋をい

う。第四十三条において同じ。）、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 

二 前号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

第二十六条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 

二 前号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（職員） 

第二十七条 乳児院（乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。）には、小児科の診療に相当の経験を有する医

師又は嘱託医、看護師、個別対応職員（個別の対応が必要な児童等への面接又は援助を行う職員をいう。以下同

じ。）、家庭支援専門相談員（児童の早期の家庭への復帰又は親子関係の再構築等を支援するために、相談その他

必要な援助を行う職員をいう。以下同じ。）、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又は当該乳幼児の保護者十人以上に心理療法を行うときは、

心理療法担当職員を置かなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

第二十八条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこ

れに代わるべき者を置かなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、職員の員数に関し必要な基準は、規則で定める。 

（乳児院の長の資格等） 

第二十九条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う乳児院の運営に関し必

要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力

を有するものでなければならない。 

一 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 乳児院の職員として三年以上勤務した者 

四 知事が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める要件に該当するもの 

２ 前項に定めるもののほか、乳児院の長の資格等に関し必要な基準は、規則で定める。 

（養育） 



第三十条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、当該乳幼児の人格の形成に

資するものでなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、乳児院における養育に関し必要な基準は、規則で定める。 

（自立支援計画の策定） 

第三十一条 乳児院の長は、前条第一項の規定による養育の目的を達成するため、入所している個々の乳幼児に

ついて、乳幼児及び当該乳幼児の家庭の状況等を勘案して、当該乳幼児の自立を支援するための計画を策定しな

ければならない。 

（業務の質の評価等） 

第三十二条 乳児院の設置者は、法第三十七条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の

者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第三十三条 この章に定めるもののほか、乳児院の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第四章 母子生活支援施設 

（設備） 

第三十四条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 

二 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等の理由に

より必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。 

三 第一号に掲げる設備に加え、乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児三十人

以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。 

四 前三号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（職員） 

第三十五条 母子生活支援施設には、母子支援員（母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。

第三十七条において同じ。）、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければな

らない。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行うときは、心理療法担当職員を置かな

ければならない。 

３ 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援

を行うときは、個別対応職員を置かなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

（母子生活支援施設の長の資格等） 

第三十六条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う母子生活支

援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生

活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者 

四 知事が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める要件に該当するもの 

２ 前項に定めるもののほか、母子生活支援施設の長の資格等に関し必要な基準は、規則で定める。 

（母子支援員の資格） 

第三十七条 母子支援員は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（生活の支援） 



第三十八条 母子生活支援施設における生活の支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、退所後

の生活の安定及び親子関係の再構築等が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家

庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整等の支援により、その自立の促

進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第三十九条 母子生活支援施設の長は、前条の規定による生活の支援の目的を達成するため、入所している個々

の母子について、母子及び当該母子の家庭の状況等を勘案して、当該母子の自立を支援するための計画を策定し

なければならない。 

（業務の質の評価等） 

第四十条 母子生活支援施設の設置者は、法第三十八条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的

に外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（保育所に準ずる設備） 

第四十一条 第三十四条第二号の規定により、母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、次章の

規定（第四十五条第二項を除く。）を準用する。 

２ 前項に定めるもののほか、保育所に準ずる設備の職員の員数に関し必要な基準は、規則で定める。 

（その他運営に関する基準） 

第四十二条 この章に定めるもののほか、母子生活支援施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第五章 保育所 

（設備） 

第四十三条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室（ほふくをしない乳児又は満二歳に満たな

い幼児を保育する部屋をいう。）又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。 

二 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯

場に代わるべき場所を含む。）、調理室及び便所を設けること。 

三 前二号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（保育所の設備の基準の特例） 

第四十四条 規則で定める要件を満たす保育所の設置者は、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供

について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所には、

当該保育所において行う必要がある調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、保育所の設備の基準の特例に関し必要な基準は、規則で定める。 

（職員） 

第四十五条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、職員の員数に関し必要な基準は、規則で定める。 

（保育） 

第四十六条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、

規則で定める指針に従うものとする。 

（業務の質の評価等） 

第四十七条 保育所の設置者は、法第三十九条に規定する業務の質の評価を自ら行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。 

２ 保育所の設置者は、定期的に外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう

努めなければならない。 



全部改正〔平成二六年条例一〇四号〕 

第四十八条 削除 

削除〔平成二六年条例一〇四号〕 

（その他運営に関する基準） 

第四十九条 この章に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第六章 児童厚生施設 

（設備） 

第五十条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。 

二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。 

（職員） 

第五十一条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 

２ 児童の遊びを指導する者は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第五十二条 この章に定めるもののほか、児童厚生施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第七章 児童養護施設 

（設備） 

第五十三条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 

二 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。 

三 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。 

四 前三号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（職員） 

第五十四条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及

び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を

入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行うときは、心理療法担当職員を置かな

ければならない。 

３ 実習設備を設けて職業指導を行うときは、職業指導員を置かなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

（児童養護施設の長の資格等） 

第五十五条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う児童養護施設の

運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を

適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者 

四 知事が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める要件に該当するもの 

２ 前項に定めるもののほか、児童養護施設の長の資格等に関し必要な基準は、規則で定める。 

（児童指導員の資格） 

第五十六条 児童指導員は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（養護） 



第五十七条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習

指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長及び自立

を支援することを目的として行わなければならない。 

（自立支援計画の策定） 

第五十八条 児童養護施設の長は、前条の規定による養護の目的を達成するため、入所している個々の児童につ

いて、児童及び当該児童の家庭の状況等を勘案して、当該児童の自立を支援するための計画を策定しなければな

らない。 

（業務の質の評価等） 

第五十九条 児童養護施設の設置者は、法第四十一条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に

外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第六十条 この章に定めるもののほか、児童養護施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第八章 福祉型障害児入所施設 

（設備） 

第六十一条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる

施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童三十人未満を入所させる

施設であって主として盲児又はろうあ児（次条において「盲ろうあ児」という。）を入所させるものにあっては医

務室及び静養室を設けないことができる。 

二 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。 

三 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる設備を設けること。 

イ 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備 

ロ 浴室及び便所の手すり並びに点字その他の特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備 

四 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映

像に関する設備を設けること。 

五 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる設備を設けること。 

イ 訓練室及び屋外訓練場 

ロ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

六 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型

障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。 

七 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（職員） 

第六十二条 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。）を除

く。）を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援

管理責任者（障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として規則で定めるものをいう。以下同

じ。）を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部

を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、前項に規定する職員並びに医師及び看護職員

（保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。第四項及び第七十条第三項において同じ。）を置かなければなら

ない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあって

は調理員を置かないことができる。 

３ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。 



４ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職

員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

５ 心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行うときは心理指導担当職員を、職業指

導を行うときは職業指導員を置かなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔平成三〇年条例四七号〕 

（入所支援計画の策定） 

第六十三条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その

他の事情を踏まえた計画を策定し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果に

ついて継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、児童に対して適切かつ効果的に障害児入

所支援を提供しなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第六十四条 この章に定めるもののほか、福祉型障害児入所施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第九章 医療型障害児入所施設 

（設備） 

第六十五条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。 

二 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。 

三 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギプス室、手芸、陶

芸その他の特殊手工芸等の作業を指導するために必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、

義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備があるときは、設けることを要しないこと。 

四 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにする

ほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 

（職員） 

第六十六条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職

員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。 

２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、前項に規定する職員及び理学療法

士又は作業療法士を置かなければならない。 

３ 主として重症心身障害児（法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を入所させる医療

型障害児入所施設には、前項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

（入所支援計画の策定） 

第六十七条 医療型障害児入所施設の長の計画の策定については、第六十三条の規定を準用する。 

（その他運営に関する基準） 

第六十八条 この章に定めるもののほか、医療型障害児入所施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第十章 福祉型児童発達支援センター 

（設備） 

第六十九条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。 

一 福祉型児童発達支援センター（主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以

下この号において同じ。）には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（福祉型児童発達支援センターの付近にある屋

外遊戯場に代わるべき場所を含む。）、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及



び備品を設けること。 

二 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。 

三 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。 

四 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児

童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

五 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

（職員） 

第七十条 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として

重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。）には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、

調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むために必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当

職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、 喀
かく

痰
たん

吸引その他厚

生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを

行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ

当該各号に定める職員を置かないことができる。 

一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士 

二 調理業務の全部を委託する施設 調理員 

三 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に

対して医療的ケアを行う場合 看護職員 

四 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第四十八条

の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第二条第二項

に規定する喀痰吸引等をいう。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一

環として喀痰吸引等業務（同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を行う場合 看護職

員 

五 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所で

ある場合に限る。）において、医療的ケアのうち特定行為（同法附則第三条第一項に規定する特定行為をいう。）

のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則

第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。）を行う場合 看護職員 

２ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、前項に規定する職員及び言語聴覚士を置かな

ければならない。ただし、前項各号に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないこ

とができる。 

３ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養

士、調理員、児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、

機能訓練担当職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理

業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

４ 前三項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔平成三〇年条例四七号・令和三年二一号・三〇号〕 

（入所支援計画の策定） 

第七十一条 福祉型児童発達支援センターの長の計画の策定については、第六十三条の規定を準用する。 

（その他運営に関する基準） 

第七十二条 この章に定めるもののほか、福祉型児童発達支援センターの運営に関し必要な基準は、規則で定め

る。 



第十一章 医療型児童発達支援センター 

（設備） 

第七十三条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。 

一 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けるこ

と。 

二 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 

（職員） 

第七十四条 医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、

保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。 

（入所支援計画の策定） 

第七十五条 医療型児童発達支援センターの長の計画の策定については、第六十三条の規定を準用する。 

（その他運営に関する基準） 

第七十六条 この章に定めるもののほか、医療型児童発達支援センターの運営に関し必要な基準は、規則で定め

る。 

第十二章 児童心理治療施設 

全部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（設備） 

第七十七条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設

けること。 

二 前号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（職員） 

第七十八条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、

家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあ

っては、調理員を置かないことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、職員の員数その他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（児童心理治療施設の長の資格等） 

第七十九条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則で定める者が行う児童心理治

療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心

理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者 

四 知事が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める要件に該当するもの 

２ 前項に定めるもののほか、児童心理治療施設の長の資格等に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（心理療法及び生活指導） 

第八十条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会への適応能力の回復を図り、当該児

童が当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わ

なければならない。 



一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（自立支援計画の策定） 

第八十一条 児童心理治療施設の長は、前条の規定による心理療法及び生活指導の目的を達成するため、入所し

ている個々の児童について、児童及び当該児童の家庭の状況等を勘案して、当該児童の自立を支援するための計

画を策定しなければならない。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（業務の質の評価等） 

第八十二条 児童心理治療施設の設置者は、法第四十三条の二に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、

定期的に外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

（その他運営に関する基準） 

第八十三条 この章に定めるもののほか、児童心理治療施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

一部改正〔平成二九年条例一八号〕 

第十三章 児童自立支援施設 

（設備） 

第八十四条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の

設置基準に関する学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない

ときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する設備以外の設備については、第五十三条の規定を準用する。 

３ 前二項に定めるもののほか、設備に関し必要な基準は、規則で定める。 

（職員） 

第八十五条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員（児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者

をいう。以下同じ。）、児童生活支援員（児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。）、

嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並

びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務

の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行うときは、心理療法担当職員を置かな

ければならない。 

３ 実習設備を設けて職業指導を行うときは、職業指導員を置かなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、職員の員数及びその他職員に関し必要な基準は、規則で定める。 

（児童自立支援施設の長の資格等） 

第八十六条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則（平成十三年

厚生労働省令第一号）第六百二十二条に規定する児童自立支援専門員養成所（第三号において「養成所」という。）

において行われる児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修

を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなけれ

ばならない。 

一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に五年以上（養成所において行われる児童自立支援

専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、三年以上）従事した

者 

四 知事が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める要件に該当するもの 



２ 前項に定めるもののほか、児童自立支援施設の長の資格等に関し必要な基準は、規則で定める。 

（児童自立支援専門員の資格） 

第八十七条 児童自立支援専門員は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（児童生活支援員の資格） 

第八十八条 児童生活支援員は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（生活指導及び職業指導） 

第八十九条 児童自立支援施設における全ての生活指導及び職業指導は、児童がその適性及び能力に応じて、自

立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければな

らない。 

（自立支援計画の策定） 

第九十条 児童自立支援施設の長は、前条の規定による生活指導及び職業指導の目的を達成するため、入所して

いる個々の児童について、児童及び当該児童の家庭の状況等を勘案して、当該児童の自立を支援するための計画

を策定しなければならない。 

（業務の質の評価等） 

第九十一条 児童自立支援施設の設置者は、法第四十四条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期

的に外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第九十二条 この章に定めるもののほか、児童自立支援施設の運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第十四章 児童家庭支援センター 

（設備） 

第九十三条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。 

（職員） 

第九十四条 児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務を担当する職員を置かなけれ

ばならない。 

２ 前項の職員は、規則で定める要件に該当する者でなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第九十五条 この章に定めるもののほか、児童家庭支援センターの運営に関し必要な基準は、規則で定める。 

第十五章 雑則 

追加〔令和三年条例三〇号〕 

（電磁的記録） 

第九十六条 児童福祉施設の設置者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例及

びこの条例に基づく規則の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

追加〔令和三年条例三〇号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（乳児院等の設備に関する経過措置） 

２ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第七十一号）附則第二条の規定



によりなお従前の例によることとされる乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設（以下

この項において「乳児院等」という。）の建物であって、この条例の施行の際現に当該乳児院等の用に供されてい

るものについては、第二十五条第一号、第二十六条第一号、第三十四条第一号又は第五十三条第一号（第八十四

条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。 

（乳児院等の長に関する経過措置） 

３ 平成二十三年九月一日以前に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長（以

下この項において「乳児院等の長」という。）である者であって、この条例の施行の際現に当該乳児院等の長であ

るものについては、第二十九条第一項、第三十六条第一項、第五十五条第一項又は第七十九条第一項の規定は、

適用しない。 

（児童自立支援施設の長等に関する経過措置） 

４ 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成十九年厚生労働省令第二十九号）附則第二項の規定によ

りなお従前の例によることとされる児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員（以下この

項において「児童自立支援施設の長等」という。）である者であって、この条例の施行の際現に当該児童自立支援

施設の長等であるものは、第八十六条から第八十八条までの規定にかかわらず、この条例の規定による当該児童

自立支援施設の長等とみなす。 

附 則（平成二十六年十二月二十四日三重県条例第百四号） 

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）の施行の

日から施行する。 

附 則（平成二十九年三月二十八日三重県条例第十八号） 

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十年三月二十二日三重県条例第四十七号） 

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年三月二十三日三重県条例第二十一号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和三年四月一日から施行する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の三重県児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例（次項において「新児童福祉施設基準条例」という。）第十三条の二、

新指定障害児通所支援基準条例第二十七条の二（新指定障害児通所支援基準条例第三十九条の五、第四十三条、

第五十六条、第六十四条、第六十五条の二、第六十八条、第六十九条の八及び第七十六条において準用する場合

を含む。）、新指定障害児入所施設基準条例第二十三条の二（新指定障害児入所施設基準条例第四十条において準

用する場合を含む。）、新指定障害福祉サービス基準条例第二十四条の二（新指定障害福祉サービス基準条例第三

十一条第一項及び第二項、第三十二条の四、第三十七条第一項及び第二項、第五十九条、第七十二条、第七十三

条の五、第八十七条、第八十八条の四、第百一条、第百二十一条、第百二十二条の四、第百三十三条、第百三十

四条の四、第百四十四条、第百五十二条、第百五十八条、第百六十三条、第百六十四条の十、第百六十四条の十

七、第百六十九条、第百七十条の九、第百七十条の二十並びに第百七十九条第一項において準用する場合を含む。）、

新指定障害者支援施設基準条例第二十七条の二、新障害福祉サービス基準条例第十八条の二（新障害福祉サービ

ス基準条例第三十九条、第四十三条、第四十九条、第五十五条、第六十五条及び第六十九条において準用する場

合を含む。）、新地域活動支援センター基準条例第十三条の二、新福祉ホーム基準条例第十二条の二及び新障害者

支援施設基準条例第二十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じ

るよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは



「行うよう努める」とする。 

（感染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新児童福祉施設基準条例第十四条第三項、新指定

障害児通所支援基準条例第三十条第二項（新指定障害児通所支援基準条例第三十九条の五、第四十三条、第五十

六条、第六十四条、第六十五条の二、第六十八条、第六十九条の八及び第七十六条において準用する場合を含む。）、

新指定障害児入所施設基準条例第二十六条第二項（新指定障害児入所施設基準条例第四十条において準用する場

合を含む。）、新指定障害福祉サービス基準条例第二十五条第三項（新指定障害福祉サービス基準条例第三十一条

第一項及び第二項、第三十二条の四、第三十七条第一項及び第二項、第百一条、第百六十四条の十並びに第百六

十四条の十七において準用する場合を含む。）、第五十六条第二項及び第七十一条第二項（新指定障害福祉サービ

ス基準条例第七十三条の五、第八十七条、第八十八条の四、第百二十一条、第百二十二条の四、第百三十三条、

第百三十四条の四、第百四十四条、第百五十二条、第百五十八条、第百六十三条、第百六十九条、第百七十条の

九、第百七十条の二十及び第百七十九条第一項において準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設基準条例

第三十条第二項、新障害福祉サービス基準条例第二十条第二項及び第三十八条第二項（新障害福祉サービス基準

条例第四十三条、第四十九条、第五十五条、第六十五条及び第六十九条において準用する場合を含む。）、新地域

活動支援センター基準条例第十四条第二項、新福祉ホーム基準条例第十三条第二項並びに新障害者支援施設基準

条例第二十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努め

なければ」とする。 

附 則（令和三年六月三十日三重県条例第三十号） 

この条例は、令和三年七月一日から施行する。 
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第十四章 児童家庭支援センター（第八十八条―第九十条） 

附則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成二十四年三重県条例

第六十五号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第二条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（衛生管理等） 

第三条 条例第十四条第四項の衛生管理等に関し必要な基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童福祉施設（助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。）においては、利用者等の希望等を勘案し、清潔

を維持することができるよう適切な方法により、利用者等を入浴させ、又は清 拭
しき

しなければならない。 

二 児童福祉施設の設置者は、必要な医薬品等を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。 

一部改正〔令和三年規則八〇号〕 

（給付金） 

第四条 条例第十五条の給付金で規則で定めるものは、児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第一条に規

定する児童手当とする。 

２ 条例第十五条の規定による規則で定める管理の方法は、次に掲げるとおりとする。 

一 入所している児童に係る給付金として支払を受けた金銭及びこれに準ずるもの（これらを運用することによ

り生じた収益を含む。以下この条において「入所している児童に係る金銭」という。）をその他の財産と区分する

こと。 

二 入所している児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

三 入所している児童に係る金銭の収支の状況を明らかにした帳簿を整備すること。 
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四 当該入所している児童が退所したときは、速やかに、入所している児童に係る金銭を当該入所している児童

に取得させること。 

（その他運営に関する基準） 

第五条 条例第二十条の児童福祉施設の運営に関し必要な基準は、次条及び第七条に定めるところによる。 

（食事） 

第六条 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ。）において、利用者等に食事を提供するとき

は、当該児童福祉施設内で調理する方法（条例第十条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他

の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）により行わなければならない。 

２ 児童福祉施設において、利用者等に食事を提供するときは、その献立は、変化に富み、利用者等の健全な発

育に必要な栄養量を含有するものとするよう努めなければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養量並びに利用者等の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭

的な環境の下で調理するときは、この限りでない。 

５ 児童福祉施設の設置者は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 

（利用者等及び職員の健康診断） 

第七条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同

じ。）の長は、利用者等に対し、入所時の健康診断、少なくとも年二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学

校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲

げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表

の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健康診断 入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期健康診断又は臨時の健康診断 

３ 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に

記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置

の解除又は停止等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 

４ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に利用者等の食事を調理する者について、綿密な注意を払

わなければならない。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（施設の運営についての重要事項） 

第七条の二 条例第十六条第二項の規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるとおりとする。 

一 施設の目的及び運営の方針 

二 提供する保育の内容 

三 職員の職種、員数及び職務の内容 

四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

六 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員 

七 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 
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八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 前各号に掲げるもののほか、保育所の運営に関する重要事項 

追加〔平成二六年規則七四号〕 

第二章 助産施設 

（第二種助産施設の職員） 

第八条 条例第二十二条第二項の第二種助産施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げるとお

りとする。 

一 専任又は嘱託の助産師の員数は、一人以上とする。 

二 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第九条 条例第二十四条の助産施設の運営に関し必要な基準は、次条に定めるところによる。 

（入所させる妊産婦） 

第十条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の

妊産婦を入所させることができる。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

第三章 乳児院 

（設備） 

第十一条 条例第二十五条第二号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。 

二 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 

第十二条 条例第二十六条第二号の規則で定める基準は、乳幼児の養育のための専用の室の面積については、一

室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であることとする。 

（職員） 

第十三条 条例第二十七条第三項の乳児院の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

一 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養

育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

二 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する大学（短期大学を除く。）若し

くは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、

個人及び集団に対する心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなけ

ればならない。 

三 看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満た

ない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上（乳幼児の合計数が七人

未満であるときは、七人以上）とする。 

四 看護師は、保育士又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。）をもってこれに代えること

ができる。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超えるときは、おおむね十人を増すごと

に一人以上の看護師を置かなければならない。 

五 前号に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければな

らない。 

一部改正〔平成三一年規則一七号・令和三年八〇号〕 
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第十四条 条例第二十八条第二項の乳児院の職員の員数に関し必要な基準は、看護師の員数については、七人以

上とすることとする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。 

（乳児院の長の資格等） 

第十五条 条例第二十九条第一項の規則で定める者は、児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき

厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会（平成二十三年厚生労働省告示第三百十一号。以

下「平成二十三年厚労省告示」という。）において指定する者とする。 

２ 条例第二十九条第一項第四号の規則で定める要件は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又は平成

二十三年厚労省告示において指定する講習会の課程を修了することとする。 

一 法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司（以下「児童福祉司」という。）となる資格を有する者に

あっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事し

た期間 

二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条に規定

する社会福祉事業（以下「社会福祉事業」という。）に従事した期間 

三 社会福祉施設の職員として勤務した期間（前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。） 

３ 条例第二十九条第二項の乳児院の長の資格等に関し必要な基準は、当該乳児院の長は、平成二十三年厚労省

告示において指定する者が行う資質の向上のための研修を、二年に一回以上受けなければならないこととする。

ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（養育） 

第十六条 条例第三十条第二項の乳児院における養育に関し必要な基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、

睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第七条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の

予防処置を含むものとする。 

二 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わ

なければならない。 

（その他運営に関する基準） 

第十七条 条例第三十三条の乳児院の運営に関し必要な基準は、次条及び第十九条に定めるところによる。 

（乳児の観察） 

第十八条 乳児院（乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。）においては、乳児が入所した日から、医師又は

嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、当該乳児の心身の状況を観察しなければならない。 

（関係機関との連携） 

第十九条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健セ

ンター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

第四章 母子生活支援施設 

（設備） 

第二十条 条例第三十四条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 母子室には、調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。 

二 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。 

（職員） 

第二十一条 条例第三十五条第四項の母子生活支援施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げ

るとおりとする。 

一 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専

修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団に対する心理療法
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の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

二 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子

二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。 

三 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。 

一部改正〔平成三一年規則一七号・令和三年八〇号〕 

（母子生活支援施設の長の資格等） 

第二十二条 条例第三十六条第一項の規則で定める者は、平成二十三年厚労省告示において指定する者とする。 

２ 条例第三十六条第一項第四号の規則で定める要件は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又は平成

二十三年厚労省告示において指定する講習会の課程を修了することとする。 

一 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部組織における

児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間 

三 社会福祉施設の職員として勤務した期間（前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。） 

３ 条例第三十六条第二項の母子生活支援施設の長の資格等に関し必要な基準は、当該母子生活支援施設の長は、

平成二十三年厚労省告示において指定する者が行う資質の向上のための研修を、二年に一回以上受けなければな

らないこととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（母子支援員の資格） 

第二十三条 条例第三十七条の規則で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 厚生労働省地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）の指定する児童福祉施設の

職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

二 保育士の資格を有する者 

三 社会福祉士の資格を有する者 

四 精神保健福祉士の資格を有する者 

五 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定し

た者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

（母子生活支援施設における保育所に準ずる設備の職員） 

第二十四条 条例第四十一条第二項の保育所に準ずる設備の職員の員数に関し必要な基準は、保育士の数につい

て、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とすることとする。ただし、一人を下回らないこととする。 

（その他運営に関する基準） 

第二十五条 条例第四十二条の母子生活支援施設の運営に関し必要な基準は、次条及び第二十七条に定めるとこ

ろによる。 

（母子生活支援施設における保育所に準ずる設備） 

第二十六条 条例第三十四条第二号の規定により母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、次章

の規定（第二十九条第二項及び第三十条を除く。）を準用する。 

（関係機関との連携） 

第二十七条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員（母子家庭の母及び父子家庭の父並

びに寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導等を行う者をいう。第九十条第二項において

同じ。）、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じて児童家

庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活の支援に当たらなければならな

い。 
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一部改正〔平成二六年規則五七号〕 

第五章 保育所 

（設備） 

第二十八条 条例第四十三条第三号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 乳児室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 

二 ほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 

三 乳児室及びほふく室を一の部屋として乳児又は第一号の幼児の保育を行う場合には、乳児及び同号の幼児の

安全等を確保するため、ほふくをしない乳児及び同号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上、ほふくをす

る乳児及び同号の幼児一人につき三・三平方メートル以上の面積を確保すること。 

四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

五 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、

満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 

六 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

七 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下この号において「保育室等」という。）を二階に設ける建物は、

次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の要件に該当するものであること。 

イ 耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。

以下この号において同じ。）又は準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当す

るものを除く。）（保育室等を三階以上に設ける場合にあっては、耐火建築物）であること。 

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表

の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

二階 

常用 
一 屋内階段 

二 屋外階段 

避難用 

一 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第一項各号又

は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場合においては、

当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バル

コニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十

号を満たすものとする。） 

二 待避上有効なバルコニー 

三 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ず

る設備 

四 屋外階段 

三階 

常用 

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の

屋内階段 

二 屋外階段 

避難用 

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の

屋内階段（ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階か

ら三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

二 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

三 屋外階段 
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四階以上 

常用 

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の

屋内階段 

二 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

避難用 

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の

屋内階段（ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階か

ら保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は

付室（階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する

構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四

号及び第十号を満たすものとする。） 

二 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

三 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

ハ ロの表に掲げる施設又は設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩

行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ニ 調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。）以外の部分と調理室の部分

が、建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定

する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若し

くは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(１) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

(２) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止する

ために必要な措置が講じられていること。 

ホ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料により行っている

こと。 

ヘ 保育室等乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

チ カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

一部改正〔平成二六年規則七四号・二八年六〇号・令和元年二〇号〕 

（設備の基準の特例） 

第二十九条 条例第四十四条第一項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、当該保育所の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要

な注意を果たし得る体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 

二 当該保育所又は他の施設、保健所及び市町等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受け

られる体制にあること等栄養士による必要な配慮が行われること。 

三 調理業務を委託するときは、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、当該業務

を適切に遂行できる能力を有する者を当該業務の受託者とすること。 

四 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事を提供するとともに、アレルギー、アトピー等に配

慮し、必要な栄養量を与えること等幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 

五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事

項を定めた食育に関する計画を作成し、当該計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

２ 条例第四十四条第二項の保育所の設備の基準の特例に関し必要な基準は、構造改革特別区域法（平成十四年

法律第百八十九号）第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所（地方公共団体が設置するもの

に限る。）が、同法第四条第九項に規定する内閣総理大臣の認定を受けたときの当該保育所の乳児又は満三歳に

満たない幼児に対する食事の提供について、前項の規定を準用することとする。 
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（職員） 

第三十条 条例第四十五条第二項の保育所の職員の員数に関し必要な基準は、保育士の数について、乳児おおむ

ね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満

たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とすることとする。

ただし、一の保育所につき二人を下回ることはできないこととする。 

全部改正〔平成二六年規則一〇号〕、一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（保育の内容） 

第三十一条 条例第四十六条の規則で定める指針は、保育所保育指針（平成二十九年厚生労働省告示第百十七号）

とする。 

一部改正〔平成三〇年規則五七号〕 

（その他運営に関する基準） 

第三十二条 条例第四十九条の保育所の運営に関し必要な基準は、次条及び第三十四条に定めるところによる。 

（保育時間） 

第三十三条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地域における乳幼児の保護者の労

働時間及び家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 

（保護者との連絡） 

第三十四条 保育所の長は、入所している乳幼児の保護者と常に密接な連絡をとり、保育の内容等について、当

該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

第六章 児童厚生施設 

（職員） 

第三十五条 条例第五十一条第二項の規則で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

二 保育士の資格を有する者 

三 社会福祉士の資格を有する者 

四 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定し

た者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

五 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する

者 

六 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者（地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施

設にあっては、知事）が適当と認めたもの 

イ 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修

する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

ロ 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修

する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規

定により大学院への入学が認められた者 

ハ 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者 
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（その他運営に関する基準） 

第三十六条 条例第五十二条の児童厚生施設の運営に関し必要な基準は、次条及び第三十八条に定めるところに

よる。 

（遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項） 

第三十七条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全

育成活動の推進を図るよう行うものとする。 

（保護者との連絡） 

第三十八条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について当該児童の保護者に連絡しなければ

ならない。 

第七章 児童養護施設 

（設備） 

第三十九条 条例第五十三条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とす

る。 

二 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 

三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでな

い。 

（職員） 

第四十条 条例第五十四条第四項の児童養護施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げるとお

りとする。 

一 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童

の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならないこと。 

二 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専

修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団に対する心理療法

の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないこと。 

三 児童指導員及び保育士の総数は、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三

歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね

五・五人につき一人以上とすること。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあっては、更に一人以上を

加えるものとする。 

四 看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とすること。ただし、一人を下回ることはできない。 

一部改正〔平成三一年規則一七号・令和三年八〇号〕 

（児童養護施設の長の資格等） 

第四十一条 条例第五十五条第一項の規則で定める者は、平成二十三年厚労省告示において指定する者とする。 

２ 条例第五十五条第一項第四号の規則で定める要件は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又は平成

二十三年厚労省告示において指定する講習会の課程を修了することとする。 

一 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部組織における

児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間 

三 社会福祉施設の職員として勤務した期間（前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。） 

３ 条例第五十五条第二項の児童養護施設の長の資格等に関し必要な基準は、当該児童養護施設の長は、平成二

十三年厚労省告示において指定する者が行う資質の向上のための研修を、二年に一回以上受けなければならない
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こととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（児童指導員の資格） 

第四十二条 条例第五十六条の規則で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 精神保健福祉士の資格を有する者 

四 学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

五 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な

成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 

六 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者 

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した者 

八 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定し

た者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

九 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等

教育学校の教諭となる資格を有する者であって、知事が適当と認めたもの 

十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの 

一部改正〔平成三一年規則一七号〕 

（その他運営に関する基準） 

第四十三条 条例第六十条の児童養護施設の運営に関し必要な基準は、次条から第四十六条までに定めるところ

による。 

（生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整） 

第四十四条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとと

もに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることが

できるように行わなければならない。 

２ 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な

相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。 

３ 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力

等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じて行う実習、講

習等の支援により行わなければならない。 

４ 児童養護施設における家庭環境の調整は、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよ

うに行わなければならない。 

（児童と起居を共にする職員） 

第四十五条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなけれ

ばならない。 

（関係機関との連携） 

第四十六条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じて児童家庭支援センタ

ー、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければな
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らない。 

第八章 福祉型障害児入所施設 

（設備） 

第四十七条 条例第六十一条第七号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童の居室の一室の定員は、四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上と

する。 

二 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 

三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 

（職員） 

第四十八条 条例第六十二条第六項の福祉型障害児入所施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に

掲げるとおりとする。 

一 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相

当の経験を有する者でなければならないこと。 

二 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむ

ね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあっては、更に一

以上を加えるものとする。 

三 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第一号の規定を準用すること。 

四 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第二号の

規定を準用すること。 

五 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経

験を有する者でなければならないこと。 

六 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね二十人につき一人以

上とすること。 

七 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経

験を有する者でなければならないこと。 

八 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の

数を四で除して得た数以上とすること。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあっては、更に一人以上

を加えるものとする。 

九 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おお

むね児童の数を三・五で除して得た数以上とすること。 

十 心理指導担当職員は、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専

修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団に対する心理療法

の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならないこと。 

一部改正〔平成三〇年規則二一号・三一年一七号・令和三年八〇号〕 

（その他運営に関する基準） 

第四十九条 条例第六十四条の福祉型障害児入所施設の運営に関し必要な基準は、次条から第五十五条までに定

めるところによる。 

（生活指導及び学習指導） 

第五十条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童の日常の起居の間において、当該児童が当該福祉型

障害児入所施設を退所した後、できる限り社会生活に適応できるように行わなければならない。 

２ 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十四条第二項の規定を準用する。 
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（職業指導を行うに当たって遵守すべき事項） 

第五十一条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会

生活を営むことができるように行わなければならない。 

２ 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第四十四条第三項の規定を準用

する。 

（児童と起居を共にする職員） 

第五十二条 福祉型障害児入所施設（主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。）における

児童と起居を共にする職員については、第四十五条の規定を準用する。 

（保護者等との連絡） 

第五十三条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通

学する学校及び必要に応じて当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活

指導、学習指導及び職業指導について、その協力を求めなければならない。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第五十四条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を

適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な

実験となってはならない。 

（入所している児童に対する健康診断） 

第五十五条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第七条第一項に規定する入所

時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、治

療するよう努めなければならない。 

２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第七条第一項に規定する入

所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継

続するか否かを考慮しなければならない。 

第九章 医療型障害児入所施設 

（職員） 

第五十六条 条例第六十六条第四項の医療型障害児入所施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に

掲げるとおりとする。 

一 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数

を六・七で除して得た数以上とすること。 

二 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な

者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならないこと。 

三 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼

児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とすること。 

四 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令

（昭和二十三年政令第三百二十六号）第三条の二第一項第一号ハ及びニ(２)の規定により神経と組み合わせた名

称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医

師でなければならないこと。 

（その他運営に関する基準） 

第五十七条 条例第六十八条の医療型障害児入所施設の運営に関し必要な基準は、次条から第六十条までに定め

るところによる。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第五十八条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査につ

javascript:void(0);
javascript:void(0);


いては、第五十四条の規定を準用する。 

（入所している児童に対する健康診断） 

第五十九条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第七条第一項に規

定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、

入所を継続するか否かを考慮しなければならない。 

（児童と起居を共にする職員等） 

第六十条 医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この条において同じ。）

における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護

者等との連絡については、第四十五条、第五十条、第五十一条及び第五十三条の規定を準用する。 

第十章 福祉型児童発達支援センター 

（設備） 

第六十一条 条例第六十九条第五号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心

身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。）の指導訓練室の一室の定員は、お

おむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。 

二 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。 

（職員） 

第六十二条 条例第七十条第四項の福祉型児童発達支援センターの職員の員数その他職員に関し必要な基準は、

次に掲げるとおりとする。 

一 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね児

童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。 

二 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療

に相当の経験を有する者でなければならないこと。 

三 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経

験を有する者でなければならないこと。 

四 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当

職員及び看護職員の総数は、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、言語聴覚士の数は、

四人以上でなければならない。 

五 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令

第三条の二第一項第一号ハ及びニ(２)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、

外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならないこと。 

六 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職員及び機能

訓練担当職員の数は、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、機能訓練担当職員の数は、

一人以上でなければならない。 

一部改正〔平成三〇年規則二一号・令和三年八〇号〕 

（その他運営に関する基準） 

第六十三条 条例第七十二条の福祉型児童発達支援センターの運営に関し必要な基準は、次条から第六十七条ま

でに定めるところによる。 

（生活指導） 

第六十四条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導は、第五十条第一項の規定を準用する。 

（保護者等との連絡） 

第六十五条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必
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要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導について、その

協力を求めなければならない。 

（入所している児童に対する健康診断） 

第六十六条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第七条第一項に規定する入所

時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、治療す

るよう努めなければならない。 

（心理学的及び精神医学的診査） 

第六十七条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神

医学的診査については、第五十四条の規定を準用する。 

第十一章 医療型児童発達支援センター 

（その他運営に関する基準） 

第六十八条 条例第七十六条の医療型児童発達支援センターの運営に関し必要な基準は、次条及び七十条に定め

るところによる。 

（入所している児童に対する健康診断） 

第六十九条 医療型児童発達支援センターにおいては、第七条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整

形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなけれ

ばならない。 

（生活指導及び医療型児童発達支援センターの長の保護者等との連絡） 

第七十条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導及び医療型児童発達支援センターの長の保護者等と

の連絡については、第五十条第一項及び第六十五条の規定を準用する。 

第十二章 児童心理治療施設 

全部改正〔平成二九年規則二七号〕 

（設備） 

第七十一条 条例第七十七条第二号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。 

二 男子と女子の居室は別にすること。 

三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでな

い。 

（職員） 

第七十二条 条例第七十八条第二項の児童心理治療施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げ

るとおりとする。 

一 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならないこと。 

二 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。以下この号において同じ。）若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規定

する大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定

により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法

に関する一年以上の経験を有するものでなければならないこと。 

三 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において

児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならないこと。 

四 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とすること。 

五 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童四・五人につき一人以上とすること。 

一部改正〔平成二九年規則二七号・三一年一七号・令和三年八〇号〕 
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（児童心理治療施設の長の資格等） 

第七十三条 条例第七十九条第一項の規則で定める者は、平成二十三年厚労省告示において指定する者とする。 

２ 条例第七十九条第一項第四号の規則で定める要件は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又は平成

二十三年厚労省告示において指定する講習会の課程を修了することとする。 

一 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県又は市町村の内部組織における

児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間 

三 社会福祉施設の職員として勤務した期間（前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。） 

３ 条例第七十九条第二項の児童心理治療施設の長の資格等に関し必要な基準は、当該児童心理治療施設の長は、

平成二十三年厚労省告示において指定する者が行う資質の向上のための研修を、二年に一回以上受けなければな

らないこととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

一部改正〔平成二九年規則二七号〕 

（その他運営に関する基準） 

第七十四条 条例第八十三条の児童心理治療施設の運営に関し必要な基準は、次条から第七十七条までに定める

ところによる。 

一部改正〔平成二九年規則二七号〕 

（家庭環境の調整） 

第七十五条 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとと

もに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 

一部改正〔平成二九年規則二七号〕 

（児童と起居を共にする職員） 

第七十六条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第四十五条の規定を準用する。 

一部改正〔平成二九年規則二七号〕 

（関係機関との連携） 

第七十七条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援セン

ター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当

たらなければならない。 

一部改正〔平成二九年規則二七号〕 

第十三章 児童自立支援施設 

（設備） 

第七十八条 条例第八十四条第三項の設備に関し必要な基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 条例第八十四条第一項に規定する設備以外の設備については、第三十九条（同条第一号ただし書及び第二号

を除く。）の規定を準用すること。 

二 男子と女子の居室は別にしなければならないこと。 

（職員） 

第七十九条 条例第八十五条第四項の児童自立支援施設の職員の員数その他職員に関し必要な基準は、次に掲げ

るとおりとする。 

一 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において

児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならないこと。 

二 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。以下この号において同じ。）若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規定

する大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定
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により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法

に関する一年以上の経験を有するものでなければならないこと。 

三 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童四・五人につき一人以上とすること。 

一部改正〔平成三一年規則一七号・令和三年八〇号〕 

（児童自立支援施設の長の資格等） 

第八十条 条例第八十六条第一項第四号の規則で定める要件は、次に掲げる期間の合計が五年以上（厚生労働省

組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第六百二十二条に規定する児童自立支援専門員養成所において児童

自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得するための講習の課程を修了した者にあっては、三年以上）で

あることとする。 

一 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業（国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置

市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間 

三 社会福祉施設の職員として勤務した期間（前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。） 

２ 条例第八十六条第二項の児童自立支援施設の長の資格等に関し必要な基準は、当該児童自立支援施設の長は、

平成二十三年厚労省告示において指定する者が行う資質の向上のための研修を、二年に一回以上受けなければな

らないこととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

（児童自立支援専門員の資格） 

第八十一条 条例第八十七条の規則で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

四 学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。以下この号において同じ。）において、社会福祉学、心理学、

教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規定する

大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことに

より、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、一年以上児童自立支援事業に

従事したもの又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

五 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項

第一号から第三号までに掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

六 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第一号から第三号ま

でに掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

七 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定し

た者であって、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる期間の

合計が五年以上であるもの 

八 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であっ

て、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの 

一部改正〔平成三一年規則一七号〕 

（児童生活支援員の資格） 

第八十二条 条例第八十八条の規則で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
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一 保育士の資格を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 三年以上児童自立支援事業に従事した者 

（その他運営に関する基準） 

第八十三条 条例第九十二条の児童自立支援施設の運営に関し必要な基準は、次条から第八十七条までに定める

ところによる。 

（生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整） 

第八十四条 学科指導については、学校教育法に規定する学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わな

いときにあってはこの限りでない。 

２ 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十四条（同条第二項を除く。）の規定を準用する。 

（児童と起居を共にする職員） 

第八十五条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と

起居を共にさせなければならない。 

（関係機関との連携） 

第八十六条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じて児童家庭支援セ

ンター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなけれ

ばならない。 

（心理学的及び精神医学的診査等） 

第八十七条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的

診査並びに教育評価（学科指導を行う場合に限る。）を行わなければならない。 

第十四章 児童家庭支援センター 

（職員） 

第八十八条 条例第九十四条第二項の規則で定める要件に該当する者は、法第十三条第三項各号のいずれかに該

当する者とする。 

一部改正〔平成三一年規則一七号〕 

（その他運営に関する基準） 

第八十九条 条例第九十五条の児童家庭支援センターの運営に関し必要な基準は、次条に定めるところによる。 

（支援を行うに当たって遵守すべき事項） 

第九十条 児童家庭支援センターにおいて支援を行うに当たっては、児童、保護者等の意向の把握に努めるとと

もに、懇切を旨としなければならない。 

２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父

子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福

祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円

滑にこれを行わなければならない。 

３ 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円

滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。 

一部改正〔平成二六年規則五七号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（保育所の職員に関する経過措置） 

２ 乳児四人以上を入所させる保育所に係る第三十条に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該
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保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限って保育士とみなすことができる。 

一部改正〔平成二六年規則一〇号・二七年五四号〕 

（障害児入所施設とみなされる知的障害児施設等の設備等に関する経過措置） 

３ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第七十一号。以下「平成二十三

年改正省令」という。）の施行の際現に存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福

祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成二十

二年法律第七十一号。以下「整備法」という。）第五条による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」とい

う。）第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設（通所

のみにより利用されるものを除く。）であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による

改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十

二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの（平成二十三年改正省令の施行の日以

後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）については、当分の間、第四十七条第一号

の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とする

こと。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル

以上」とあるのは「三・三平方メートル以上」とする。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（障害児入所施設とみなされる肢体不自由児施設の設備に関する経過措置） 

４ 平成二十四年四月一日において現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設（通所

のみにより利用されるものを除く。）であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十

五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものと

みなされたもの（平成二十四年四月一日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）

については、当分の間、第四十七条の規定は、適用しない。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（児童発達支援センターとみなされる知的障害児通園施設の職員に関する経過措置） 

５ 平成二十四年四月一日において現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であっ

て、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法

第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第六十二条第

一号の規定の適用については、同号中「おおむね児童の数を四で除して得た数」とあるのは、「おおむね乳幼児の

数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（乳児院等の設備に関する経過措置） 

６ 平成二十三年改正省令附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設（以下この項において「乳児院等」という。）の建

物であって、この規則の施行の際現に当該乳児院等の用に供されているものについては、第十一条第一号、第十

二条、第二十条、第三十九条第一号（第七十八条第一号の規定により準用する場合を含む。）又は第七十一条第一

号の規定は、適用しない。 

一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（家庭支援専門相談員に関する経過措置） 

７ 平成二十三年改正省令附則第五条の規定により乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自

立支援施設（以下この項において「乳児院等」という。）の家庭支援専門相談員となることができるとされる者

は、第十三条第一号、第四十条第一号、第七十二条第三号又は第七十九条第一号の規定にかかわらず、この規則

の規定による当該乳児院等の家庭支援専門相談員となることができる。 



一部改正〔平成二六年規則七四号〕 

（保育所の職員配置に係る特例） 

８ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第

三十条ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同条本文の規定により必要な保育士が一

人になるときは、当該保育士に加えて、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければ

ならない。 

追加〔平成二八年規則一九号〕 

９ 前項の事情に鑑み、当分の間、第三十条に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学

校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する

普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

追加〔平成二八年規則一九号〕 

10 附則第八項の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じ

て必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超

えるときは、第三十条に規定する保育士の数の算定については、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると

認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育

士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

追加〔平成二八年規則一九号〕 

11 前二項の規定を適用するときは、保育士（法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、附則第二項又

は前二項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前二項の規定を適用しないとした場合の

第三十条により算定されるものをいう。）の三分の二以上置かなければならない。 

追加〔平成二八年規則一九号〕 

附 則（平成二十六年三月二十五日三重県規則第十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十六年九月三十日三重県規則第五十七号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。 

附 則（平成二十六年十二月二十四日三重県規則第七十四号） 

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）の施行の

日から施行する。 

附 則（平成二十七年六月十六日三重県規則第五十四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十八年三月二十二日三重県規則第十九号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十八年五月二十七日三重県規則第六十号） 

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年三月二十八日三重県規則第二十七号） 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十年三月二十二日三重県規則第二十一号） 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十年五月一日三重県規則第五十七号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三十一年三月二十二日三重県規則第十七号） 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和元年九月十日三重県規則第二十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和三年三月二十九日三重県規則第八十号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設について

は、第一条の規定による改正後の三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（次項

及び附則第四項において「新児童福祉施設基準規則」という。）第四十八条第一項第二号の規定にかかわらず、令

和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に存する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新児童

福祉施設基準規則第四十八条第一項第八号の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の

例による。 

４ この規則の施行の際現に存する福祉型児童発達支援センターに対する新児童福祉施設基準規則第六十二条

第一号の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同号中「し、そのうち半数以上は児童指導員

又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。 
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○亀山市立亀山児童センター条例 

平成１７年１月１１日 

条例第８８号 

（設置） 

第１条 市は、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、又は情操を豊

かにするため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４０条に規定す

る児童厚生施設として、亀山市立亀山児童センター（以下「センター」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１）名称 亀山市立亀山児童センター 

（２）位置 亀山市東御幸町６９番地５ 

（平２１条例１・一部改正） 

（事業） 

第３条 センターで行う事業は、次のとおりとする。 

（１）児童の運動に親しむ習慣の形成及び心と身体の健康づくりに関するこ

と。 

（２）児童に係る地域組織活動の育成助長及びその指導者の養成に関するこ

と。 

（３）子育て家庭の支援に関すること。 

（４）その他児童の健全育成に関すること。 

（職員） 

第４条 センターに、館長その他必要な職員を置く。 

（使用者等に対する指示） 

第５条 市長は、センターの管理上必要があるときは、利用者その他の関係者

に対し必要な指示をすることができる。 

（損害賠償の義務） 
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第６条 センターの施設（設備を含む。）を損傷し、又は滅失した者は、その

損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると

認めたときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの

入館を拒み、又は退館を命ずることができる。 

（１）感染性の疾病にかかっている者又は精神に異常があると認められる者 

（２）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者 

（３）他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品を携帯し、又は

動物の類を連行する者 

（４）前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められ

る者 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年１月１１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日条例第１号） 

この条例は、平成２１年３月２８日から施行する。 
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○亀山市立亀山児童センター条例施行規則 

平成１７年１月１１日 

規則第５６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、亀山市立亀山児童センター条例（平成１７年亀山市条例

第８８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（開館時間） 

第２条 亀山市立亀山児童センター（以下「センター」という。）の開館時間

は、午前１０時から午後６時までとする。ただし、市長が必要と認めたとき

は、これを変更することができる。 

（平２５規則２６・一部改正） 

（休館日） 

第３条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

（１）月曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日 

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項

の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。 

（入館者の遵守事項） 

第４条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）センターの施設を損傷し、又は汚損しないこと。 

（２）他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（３）その他職員の指示すること。 

（損傷等の届出及び損害賠償義務） 

第５条 条例第６条に規定する施設を損傷し、又は滅失した者（以下「施設損
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傷者等」という。）は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その損傷又は滅失

が施設損傷者等の責めに帰すべきものであると認めるときは、当該施設損傷

者等に対し、その損害賠償額を定めて通知するものとする。 

３ 施設損傷者等は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該損

害賠償額を納付しなければならない。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の亀山市立児童センター設置条

例施行規則（昭和５５年亀山市規則第６号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２６号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
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